
 医師支援推進室規則の一部を改正する規則・規程をここに公布する。 

  平成25年８月30日 

                                岩手県知事 達 増 拓 也  

                     岩手県医療局長 佐々木   信  

            第２号 

   医師支援推進室規則の一部を改正する規則・規程 

 医師支援推進室規則（平成18年           第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（専決） （専決） 

第13条 医師支援推進室の分掌事務について、室長、医師支援

推進監及び医師支援推進担当課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

第13条 医師支援推進室の分掌事務について、室長、医師支援

推進監及び医師支援推進担当課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

［略］ ［略］ 

 医師支援推進監専決事項  医師支援推進監専決事項 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

(７) 設計額１億5,000万円以上５億円未満の工事の執行に

関すること。 

(７) 設計額１億5,000万円以上の工事の執行（設計額５億

円以上の工事にあっては、軽微な変更に係るものに限る。

）及び予定価格の作成に関すること。 

 (８) 設計額５億円以上の工事の予定価格の作成に関するこ

と。 

 

(９) ［略］  (８) ［略］  

(10) ［略］ (９) ［略］ 

(11) ［略］ (10) ［略］ 

(12) ［略］ (11) ［略］ 

(13) ［略］ (12) ［略］ 

(14) ［略］ (13) ［略］ 

(15) ［略］ (14) ［略］ 

(16) ［略］ (15) ［略］ 

(17) ［略］ (16) ［略］ 

(18) ［略］ (17) ［略］ 

(19) ［略］ (18) ［略］ 

(20) 第17号及び前号に規定する以外の１件の金額１億

5,000万円未満の支出負担行為（雑費（医療事故又は公務

災害に係るものに限る。）及びその他雑損失のうち寄附金

の支出に係るものを除く。）をすること（医療局長の権限

に属する事務に限る。）。 

(19) 第16号及び前号に規定する以外の１件の金額１億

5,000万円未満の支出負担行為（雑費（医療事故又は公務

災害に係るものに限る。）及びその他雑損失のうち寄附金

の支出に係るものを除く。）をすること（医療局長の権限

に属する事務に限る。）。 

(21) ［略］ (20) ［略］ 

(22) 第18号に規定する以外の１件の金額１億5,000万円未

満の債権の発生の原因となる契約の締結その他の行為をす

(21) 第17号に規定する以外の１件の金額１億5,000万円未

満の債権の発生の原因となる契約の締結その他の行為をす
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岩手県医療局管理規程 



ること（医療局長の権限に属する事務に限る。）。 ること（医療局長の権限に属する事務に限る。）。 

(23) ［略］ (22) ［略］ 

 医師支援推進担当課長専決事項  医師支援推進担当課長専決事項 

(１)～(15) ［略］ (１)～(15) ［略］ 

(16) 設計額１億5,000万円未満（設計変更の場合は、変更

後の設計額２億円未満）の工事の執行に関すること（知事

の権限に属する事務に限る。）。 

(16) 設計額１億5,000万円未満（設計変更の場合は、変更

後の設計額２億円未満）の工事の執行及び予定価格の作成

に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

(17)・(18) ［略］ (17)・(18) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則・規程は、平成25年９月１日から施行する。 
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